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第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例（平成２

５年条例第６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。  

（定義）  

第２条  この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によ

る。  

第２章  特定建築行為に係る手続  

（関係機関の意見聴取）  

第３条  条例第６条第１項の規則で定めるときは、教育施設（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（大学を除く。）及び児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福 祉施設（助産施設、母

子生活支援施設及び児童厚生施設のうち児童遊園を除く。）をいう。）の敷地

境界線から２００メートル以内の区域内において、条例第２条第１項第２号ア

又はイに掲げる建築物の建築又は用途の変更を行うときとする。  

（特定建築行為計画概要書）  

第４条  条例第７条第１項の特定建築行為計画概要書は、別記第１号様式による

ものとし、正本及び副本を提出するものとする。  



２  条例第７条第２項の特定建築行為計画概要書に添付すべき図書は、次に掲げ

る図書とする。  

(１ ) 付近見取図  

(２ ) 配置図  

(３ ) 平面図  

(４ ) 立面図  

(５ ) 面積表  

(６ )  日影図（条例第２条第１項第２号オ及びカに掲げる建築物に係る特定建

築行為を行う場合に限る。）  

(７ )  テレビ受信障害に関する報告書（条例第２条第１項第２号オに掲げる建

築物に係る特定建築行為を行う場合に限る。）  

(８ ) 近隣住民への周知区域図  

(９ )  条例第６条第１項の意見が確認できる書類（関係機関が作成したものに

限る。）  

(10) その他市長が必要と認める書類  

３  前２項に定めるもののほか、事業者は、閲覧に供する図書として閲覧用特定

建築行為計画概要書（別記第２号様式）を提出するものとする。  

４  閲覧用特定建築行為計画概要書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

(１ ) 付近見取図  

(２ ) 配置図  

(３ ) 立面図  

５  市長は、特定建築行為計画概要書の内容について事業者に対して説明を求め

ることができる。  

（令３規則１６・一部改正）  

（公開標識の設置）  

第５条  条例第８条第１項の公開標識は、別記第３号様式によるものとする。  

２  事業者等は、公開標識が風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で

設置するとともに、公開標識の記載事項が不鮮明にならないように維持管理し

なければならない。  

（公開標識の設置の届出）  



第６条  条例第８条第３項の規定による届出は、特定建築行為公開標識設置届（別

記第４号様式。以下「公開標識設置届」という。）により行うものとする。  

２  公開標識設置届には、次に掲げる図書を添付するものとする。  

(１ ) 公開標識の設置箇所図  

(２ ) 公開標識の設置状況及び記載事項が確認できる写真  

(３ ) その他市長が必要と認める図書  

３  前項第２号の写真は、特定建築行為予定地に接する道路、敷地等周辺状況が

確認できるように撮影するものとする。  

４  事業者は、公開標識設置届の提出後、公開標識の設置位置を変更する場合は、

速やかに市長に報告しなければならない。  

（令３規則１６・一部改正）  

（近隣住民への説明）  

第７条  条例第９条第１項及び第２項に規定する近隣住民への説明は、次に掲げ

る事項について行うものとする。  

(１ ) 特定建築行為に係る建築物の規模、構造及び用途  

(２ ) 特定建築行為に係る建築物の敷地の規模  

(３ )  特定建築行為に係る建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状

況  

(４ )  特定建築行為の工事期間、工事車両の運行計画、工法及び周辺への安全

対策の概要  

(５ ) 特定建築行為に係る建築物による日照の影響  

(６ )  その他特定建築行為に伴って生ずる近隣の住環境に及ぼす影響及びその

対策  

（説明の報告）  

第８条  条例第９条第４項の報告書は、説明会等報告書（別記第５号様式。以下

「報告書」という。）によるものとする。  

２  報告書には、次に掲げる図書を添付するものとする。  

(１ ) 説明に用いた資料  

(２ ) 説明会等の経過の概要を記載した書類  

(３ ) 近隣住民への周知区域図  



（令３規則１６・一部改正）  

（着手届）  

第９条  条例第１０条の規定による届出は、特定建築行為着手届（別記第６号様

式）により行うものとする。  

（特定建築行為の変更）  

第１０条  条例第１１条第１項の特定建築行為変更計画書（以下「変更計画書」

という。）は、別記第７号様式によるものとする。  

２  変更計画書には、第４条第２項各号に掲げる図書のうち、当該変更に係る図

書を添付するものとする。  

３  特定建築行為の計画の変更により、閲覧用特定建築行為計画概要書に記載し

た内容又は添付した図書に変更があるときは、変更後の閲覧用特定建築行為計

画概要書及び第４条第４項各号に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を、変

更計画書に添えて提出するものとする。  

４  条例第１１条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるもの

とする。  

(１ )  建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第３条の２第１項

に定める軽微な変更  

(２ )  前号に定めるもののほか、第７条各号に掲げる事項以外の特定建築行為

に係る変更  

（令３規則１６・一部改正）  

（特定建築行為の中止）  

第１１条  条例第１２条の規定による届出は、特定建築行為中止届（別記第８号

様式）により行うものとする。  

（完了届）  

第１２条  条例第１３条の規定による届出は、特定建築行為完了届（別記第９号

様式。以下「完了届」という。）により行うものとする。  

２  完了届には、次に掲げる図書を添付するものとする。  

(１ )  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は第７条の２

第５項の規定により交付された検査済証の写し（同法第７条第１項及び第７条

の２第１項の規定による検査を要しない場合を除く。）  



(２ ) 公開標識を撤去した部分の写真  

(３ )  第１０条第４項第２号に定める軽微な変更に係る変更内容が確認できる

書類  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  

（令３規則１６・一部改正）  

（関係書類の閲覧）  

第１３条  条例第７条第３項又は第１１条第３項の規定により閲覧させることが

できる書類（以下「閲覧書類」という。）は、次に掲げる書類とする。  

(１ ) 閲覧用特定建築行為計画概要書及び第４条第４項各号に掲げる図書  

(２ )  第１０条第３項の規定により提出された変更後の閲覧用特定建築行為計

画概要書及びその添付図書  

２  閲覧書類は、当該閲覧書類に係る特定建築行為の完了届が提出される日まで、

次に定めるところにより閲覧することができる。  

(１ ) 閲覧場所  建築指導担当課  

(２ )  閲覧日  習志野市の休日に関する条例（平成元年条例第２１号）第１条

に規定する市の休日を除く日  

(３ ) 閲覧時間  午前８時３０分から午後５時まで  

３  市長は、前項の規定にかかわらず、閲覧書類の整理その他必要があるときは、

閲覧書類を閲覧させないことができる。この場合において、市長は、あらかじ

めその旨及び閲覧させない期間を閲覧場所に掲示するものとする。  

４  閲覧書類を閲覧しようとする者は、閲覧用特定建築行為計画概要書閲覧請求

申出書（別記第１０号様式）を提出し、市長の承認を得なければならない。  

５  前項の規定により閲覧書類の閲覧を承認された者（以下「閲覧者」という。）

は、次に掲げる事項を守らなければならない。  

(１ ) 閲覧書類を閲覧場所以外の場所に移動しないこと。  

(２ ) 閲覧書類を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。  

(３ ) その他職員の指示に従うこと。  

６  市長は、閲覧者が前項の規定に違反すると認めたときは、閲覧書類の閲覧を

中止させることができる。  

第３章  特定建築行為に係る紛争調整  



（相談の申出）  

第１４条  市長は、条例第１４条の規定により相談の申出があったときは、相談

申出調書（別記第１１号様式）を作成するものとする。  

（あっせんの申出）  

第１５条  条例第１５条第１項又は第２項に規定する紛争の調整の申出（以下「申

出」という。）をしようとする者は、紛争調整申出書（別記第１２号様式。以

下「申出書」という。）により申し出るものとする。この場合において、当該

紛争に関係する資料があるときは、申出書に添えて提出することができる。  

２  条例第１５条第３項の規則で定める期限は、特定建築行為の計画に関する申

出にあっては特定建築行為着手届が提出される日まで、工事の安全対策に係る

申出にあっては完了届が提出される日までとする。  

（あっせんの開始等の通知）  

第１６条  市長は、条例第１５条第１項又は第２項の規定によりあっせんを行う

ときは、当事者の双方に対し、紛争調整開始通知書（別記第１３号様式）によ

り通知するものとする。  

２  あっせんの日時及び場所は、市長の定めるところによる。  

（あっせんの申出の取下げ）  

第１７条  当事者は、申出を取り下げるときは、紛争調整申出取下届（別記第１

４号様式）により市長に届け出るものとする。  

（あっせんの打切り）  

第１８条  条例第１６条第３項の規定による通知は、紛争調整（あっせん）打切

書（別記第１５号様式）により行うものとする。  

（あっせんの合意）  

第１９条  あっせんにより合意に達した当事者は、紛争調整（あっせん）合意届

（別記第１６号様式）により市長に届け出るものとする。  

（あっせんに当たる職員）  

第２０条  あっせんに当たる職員は、市長が指名するものとし、１の紛争につい

て３人とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。  

（調停への移行）  

第２１条  条例第１７条第１項の規定による勧告は、調停移行勧告書（別記第１



７号様式）を当事者の双方に送付することにより行うものとする。  

２  当事者は、前項の規定により勧告書の送付を受けた場合において、当該勧告

を受諾するときは、調停移行受諾書（別記第１８号様式）を市長に提出するも

のとする。  

３  市長は、条例第１７条第２項又は第３項の規定により調停に付すときは、当

事者の双方に対し、調停移行決定通知書（別記第１９号様式）により通知する

ものとする。  

４  調停の日時及び場所は、調停委員会の定めるところによる。  

（調停委員会の組織）  

第２２条  条例第１８条第１項の調停委員会に委員長を置き、委員の互選により

これを定める。  

２  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

３  委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指

名する委員がその職務を代理する。  

（調停委員会の会議）  

第２３条  調停委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。  

２  会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。  

３  会議の議事は、出席した委員の全員一致をもって決するものとする。  

（調停案の受諾の勧告）  

第２４条  条例第１９条第１項の調停案は、委員の全員一致により作成するもの

とする。  

２  条例第１９条第１項の規定による調停案の受諾の勧告は、調停案受諾勧告書

（別記第２０号様式）により行うものとする。  

３  前項の勧告を受けた当事者は、当該勧告の諾否を調停案諾否回答書（別記第

２１号様式）により委員会に回答しなければならない。  

（調停の合意及び成立）  

第２５条  当事者の双方が調停により合意に達したときは、調停合意届（別記第

２２号様式）を調停委員会に提出するものとする。  

２  調停委員会は、調停案を当事者の双方が受諾したとき又は前項の調停合意届

が提出されたときは、調停成立調書を作成し、これに当事者の双方が署名押印



をしたとき、調停が成立したものとする。  

（調停の打切りの通知等）  

第２６条  条例第２０条第３項の規定による通知は、調停打切通知書（別記第２

３号様式）により行うものとする。  

２  条例第２０条第４項の規定による報告は、調停結果報告書（別記第２４号様

式）により行うものとする。  

（調停委員会の庶務）  

第２７条  調停委員会の庶務は、建築指導担当課において処理する。  

（代表者の選定）  

第２８条  紛争について共同の利益を有する当事者は、その中から３人を超えな

い範囲で代表者を選定することができる。  

２  市長又は調停委員会は、共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、か

つ、あっせん又は調停の手続のために代表者を選定することが適当であると認

めるときは、当該共同の利益を有する 当事者に対し、代表者選定要求書（別記

第２５号様式）により代表者の選定を求めることができる。  

３  前２項の規定により代表者を選定した当事者は、選定した代表者を解任し、

又は変更することができる。  

４  代表者は、当事者のために、申出の取下げ、あっせん若しくは調停による合

意又は調停案の受諾を除き、当該あっせん又は調停に関する一切の行為を行う

ことができる。  

５  代表者を選定したときは、当事者は、代表者を通じてのみ前項の行為を行う

ことができる。  

６  当事者は、第１項又は第２項の規定により代表者を選定したときは代表者選

定届（別記第２６号様式）により、第３項の規定により代表者を解任し、又は

変更したときは代表者（解任・変更）届（別記第２７号様式）により速やかに

市長又は調停委員会に届け出なければならない。  

（代理人の選任）  

第２９条  当事者以外は、あっせん又は調停に出席することができない。ただし、

当事者が、弁護士その他の者を代理人として選任し、市長に届け出た場合にあ

っては、この限りでない。  



２  前項ただし書の規定による届出は、代理人選任届（別記第２８号様式）によ

り行わなければならない。  

３  代理人の資格は、書面で証明しなければならない。  

（出席又は資料提出の要求等）  

第 ３ ０ 条  条 例 第 ２ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 出 席 又 は 資 料 の 提 出 の 要 求 は 、 出

席・資料提供要求書（別記第２９号様式）により行うものとする。  

２  条例第２１条第２項の規定による出席又は資料の提出の勧告は、出席・資料

提供勧告書（別記第３０号様式）により行うものとする。  

（工事着手の延期又は停止の勧告）  

第３１条  条例２２条の規定による工事の着手の延期又は工事の停止の勧告は、

工事着手の延期・工事停止勧告書（別記第３１号様式）により行うものとする。  

第４章  雑則  

（事業の承継）  

第３２条  条例第２５条第２項の規定による届出は、承継届（別記第３２号様式）

により行うものとする。  

（勧告）  

第３３条  条例第２６条の規定による勧告は、特定建築行為措置勧告書（別記第

３３号様式）により行うものとする。  

（命令）  

第３４条  条例第２７条の規定による命令は、特定建築行為工事停止・措置命令

書（別記第３４号様式）により行うものとする。  

（公表）  

第３５条  条例第２８条第１項の公表は、次に掲げる方法で行うものとする。  

(１ )  習志野市公告式条例（昭和３０年条例第２号）第２条第２項に規定する

掲示場への掲示  

(２ ) ホームページへの掲載その他の市長が必要と認める方法  

（意見を述べる機会の付与）  

第３６条  条例第２８条第２項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を

述べる機会付与通知書（別記第３５号様式）により行うものとする。  

２  事業者等は、意見を述べるときは、市長が口頭ですることを認めた場合を除



き、意見を記載した書面を提出して行うものとする。  

（身分証明書）  

第３７条  条例第２９条第２項に規定する身分を示す証明書は、別記第３６号様

式のとおりとする。  

（補則）  

第３８条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２５年５月１日から施行する。  

（習志野市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例施行規則等の廃

止）  

２  次に掲げる規則は、廃止する。  

(１ )  習 志 野 市 中 高 層 建 築 物 の 建 築 に 係 る 紛 争 の 調 整 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（平成９年規則第１２号）  

(２ )  習志野市旅館営業の規制に関する条例施行規則（昭和４６年規則第１３

号）  

(３ )  習志野市風俗営業等の規制に関する条例施行規則（昭和６０年規則第６

号）  

附  則（平成３１年４月２６日規則第２７号）  

（施行期日）  

１  この規則は、元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行の日か

ら施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前に、改正前のそれぞれの規則の規定により作成された

用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は

所要の修正をして使用することができる。  

附  則（令和３年３月３１日規則第１６号）  

（施行期日）  

１  この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  



２  この規則の施行の日前に、改正前の習志野市特定建築行為に係る手続等に関

する条例施行規則の規定により作成された用 紙については、この規則の施行の

日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することが

できる。  


